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 (IEC 60068-2-87：2024) 

環境試験方法－電気・電子－第 2-87 部：UV 殺菌照

射，その他の用途を模擬するための材料及び部品の

UV-C 暴露試験方法 
Environmental testing – Part 2-87: Tests – UV-C exposure of materials and 

components to simulate ultraviolet germicidal Irradiation or other applications 
 

序文 

この規格は，2024 年に第 1 版として発行された IEC 60068-2-87 を基に，技術的内容及び構成を変更する

ことなく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

1 適用範囲 

この規格は，UV-C 照射を必要とする，UV 殺菌照射（UVGI）の又はその他の処理中の材料及び部品へ

の UV-C 放射の暴露について，並びにそれらの環境を模擬するための手順について規定する。すなわち，

UV-C 照射の様々な頻度及び強度を表す厳しさについて規定し，また，この規格の試験条件は，多くの放射

が 254 nm の単一スペクトル線である低圧水銀ランプを利用する装置に限定する。 

注記 1 スペクトル線の波長のより精密な値は，253.7 nm である。試験所がこの分解能までの波長を決

定する能力はまれであるため，このスペクトル線は，1 nm の分解能で定量化されることが多い。 

注記 2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 
IEC 60068-2-87:2024，Environmental testing Part 2-87: Tests UV-C exposure of materials and components 

to simulate ultraviolet germicidal Irradiation or other applications（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こと

を示す。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

ISO 4892-1，Plastics – Methods of exposure to laboratory light sources – Part 1: General 
注記 この国際規格の旧版に対応する JIS K 7350-1（プラスチック－実験室光源による暴露試験方

法－第 1 部：通則）が存在するが，補足情報が更新されている国際規格を引用した。 

ISO 9370:2017，Plastics – Instrumental determination of radiant exposure in weathering tests 
注記 この国際規格に対応する JIS K 7363（プラスチック－耐候性試験における放射露光量の機器
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測定－通則及び基本的測定方法）が存在するが，補足情報が更新されている国際規格を引用

した。 

ASTM G130，Standard Test Method for Calibration of Narrow and Broad-Band Ultraviolet 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次による。 

3.1 
低圧水銀ランプ（low pressure mercury lamp） 

点灯中の水銀蒸気の圧力が 100 Pa 以下の水銀蒸気型の放電灯（蛍光体の塗布の有無を問わない。） 

注釈 1 この規格では，低圧水銀ランプは，蛍光体を含まない。 

3.2 
UV-C（UV-C，ultraviolet C） 

地表に到達する前に大気によって完全に除かれる，100 nm～280 nm の波長範囲の電磁放射 

4 背景 

4.1 概要 

UV-C 放射は，空気中，水中又は表面上の病原体を不活性化又は死滅させるのに有効である。265 nm で

効果がピークを示す殺菌効果曲線が公表されている。蛍光体を塗布しない低圧水銀ランプは，その放射照

度の大部分を単一波長 254 nm で放射する。この低圧水銀ランプのスペクトル線が殺菌効果曲線のピーク

に近いため，市販の UVGI システムにおいて，この型のランプが広く導入されている。UVGI 暴露の間，

UV-C 領域の放射照度は，塗装，プラスチック及び繊維を含む非金属材料を劣化させる可能性がある。 

4.2 UV-C 照射への暴露 

文献（参考文献[25]，[26]及び[28]）には，特定の病原体を不活性化するのに必要な UV-C 放射露光量の

レベルが記載されている。さらに，様々な用途に対して，最高レベルは殺菌と呼ばれる様々な消毒レベル

が規定されている。繰り返される UVGI 暴露にさらされる材料の使用環境を規定するために，目標とする

消毒レベルについて，標的の病原体を不活性化するのに必要な UV-C 放射露光量について，及び UVGI 暴
露の予想される頻度についての知識が必要である。ある場合には，UV-C 照射は，連続的又はほぼ連続的で

あり，それは，著しく高い UV-C 放射露光量をもたらす。様々な UVGI 要求事項についての四つの UV-C
放射露光量のレベルについて，毎週 1 回，毎日 1 回，及び 1 日に 8 回の頻度の UVGI サイクルに材料又は

部品がさらされる年間放射露光量のレベルを，表 1 に示す。表 1 は，JIS C 9335-1:2023 の附属書 T に規定

されている固定放射露光量を含んでいる。 

表 1－1 年間の全 UVGI サイクルから材料に暴露される放射線量 

UV-C 放射露光量

（UVGI サイクル

当たり）  
用途  

UV-C 暴露の頻度及び結果として

生じる年間放射露光量  
J/cm2 

週 1 回  1 日 1 回  1 日 8 回  

20 mJ/cm2 非医療現場で UVGI にさらされる材料  1.0 7.3 58.4 

80 mJ/cm2 医療現場で UVGI にさらされる材料  4.2 29.2 234 
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250 mJ/cm2 部屋全体の UVGI にさらされる材料（平均値）  13 91 730 

1 J/cm2 
UVGI による医療機器及び個人用保護具（PPE）の消毒  
部屋全体の UVGI にさらされる材料（典型的な最大

値）  
52 365 2 920 

3.6 kJ/cm2 
UV-C 装置内又は UV-C 照射に頻繁にさらされる電気

絶縁の安全性（JIS C 9335-1:2023 の附属書 Ta)参照）  
固定放射露光量  

3 600 

注 a) 254nm で 10 W/m2 の分光放射照度をもつ低圧水銀ランプで，1 000 時間の暴露操作が規定されている。 
10 (W/m2)×1 000(h)=3.6(kJ/cm2) 

 

4.3 温度 

UVGI 暴露は，主に，温度が制御される屋内環境で発生する。ほかには，暴露は，温度が上昇し得る屋外

又は車両の内部で起こることがある。供試品試験の実施に際して，UV-C 照射が起こる使用環境を考慮す

ることが望ましい。 

4.4 湿度 

相対湿度は，通常，UVGI 暴露には考慮されない。理論的には，非常に高い相対湿度は，水蒸気による光

子の吸収によって，表面に到達する UV-C 放射の量を減衰させる可能性がある。供試品試験のために，試

験槽によって湿度を加えることは望ましくない。 

5 UV-C 暴露のための試験槽 

5.1 一般 

試験槽は，暴露条件に耐えることが可能な材料で構成する。5.2 に規定する適切なランプが装備されてい

る場合，ISO 4892-3 の要求事項を満たす試験槽が適している。ただし，ISO 4892-3 に規定されている水分

機能（moisture functions）は，この規格に規定する試験には必要ではない。特定の要求事項を満たす場合，

ISO 4892-3 の要求事項を満たさないほかの試験槽の設計が可能である。 

安全上の理由から，試験中及び保守中に操作者が UV-C 放射から遮蔽されるように，試験槽を設計する。 

注記 ISO 4892-3 に適合する市販の試験装置の一部は，材料の UV-C 暴露試験に適応している。 

警告 UV-C 放射照度は，眼の炎症及び皮膚の日焼けを引き起こす。UV-C ランプへの暴露に関する安全

衛生上の問題については，CIE Technical Report 187 参照。 

5.2 UV-C 光源 

光源は，オゾンが発生しないように設計された，蛍光体コーティングのない一つ以上の低圧水銀ランプ

とする。この型のランプの放射照度の約 90 %は，254 nm の単一のスペクトル線に集中している。 

注記 250nm より短い波長の UV-C 放射（100～240 nm）が酸素分子を分解し，その一部が再結合してオ

ゾンが生成される。より長い波長の UV-C 放射（250 nm～280 nm）は，本質的に，このプロセス

を逆転させる。低圧水銀ランプは，254 nm のスペクトル線に加えて，185 nm の UV-C 帯のスペク

トル線を生成することが可能で，かつ，254 nm の線によって消費されるよりも早くオゾン分子を

生成する。しかし，185 nm のスペクトル線は，ランプによってオゾンが生成されないように，特

定のガラスによって遮断される。 
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5.3 放射照度の測定及び制御 

5.3.1 一般 

波長 254 nm における放射照度を測定する。暴露中に放射照度を制御することが望ましい。放射照度は，

少なくとも，暴露期間の開始時点，中間時点及び終了時点，又は製品規格の規定に従って測定し，調整す

る。ISO 4892-1 及び ISO 4892-3 に規定されている連続的な放射照度制御が推奨されている。 

5.3.2 UV-C 測定誤差の一般的な原因 

5.3.2.1 一般 

UV 放射照度の測定誤差の二つの一般的な原因は，校正光源と測定対象光源との間のスペクトルミスマ

ッチ，及び受光感度の斜入射光特性の余弦則からのずれである。 

注記 米国立標準技術研究所（NIST）が実施した市販の UV-C 放射計の研究では，幾つかの計測器が基

準測定値よりも非常に低い読取値を示した。1 台の計測器は実測の約 1/3 の値を測定した。この報

告書は，受光感度の余弦則からのずれが誤差の主な理由であると結論付けている。また，検出器

の感度と校正光源，及び検出器の感度と測定光源との間のスペクトルミスマッチは，一般的な問

題であることが示されている。 

5.3.2.2 スペクトルミスマッチ誤差 

スペクトルミスマッチの課題は，CIE 220 及び ASTM G130 で議論されている。放射照度を測定するた

めに用いる UV-C 放射計は，ASTM G130 の規定又は同等の手順に従って，低圧水銀ランプから放射され

る 254 nm のスペクトル線を測定して校正する。 

5.3.2.3 受光感度の余弦則からのずれ 

受光感度の余弦則からのずれによって生じる誤差は，供試品面とランプとの間の距離が，ランプの発光

長（電極間の距離）よりも小さい場合に，非常に大きくなる可能性がある。放射計は，ISO 9370:2017 の表

2 のコサイン応答に関する要求事項に適合しなければならない。 

注記 ISO 4892-3 用に設計された多くの試験槽では，供試品面とランプとの距離は，通常，発光長の 10%
未満である。 

5.4 温度 

温度は，ブラックパネル温度計によって ISO 4892-1 に従って測定し，かつ，制御する。製品規格に規定

がある場合は，断熱ブラックパネル温度計，ブラックスタンダード温度計など，別の温度制御方法を用い

てもよい。 

注記 ISO 4892-1 に規定されているブラックパネル温度計は断熱されていないが，ブラックスタンダー

ド温度計は断熱されている。ブラックスタンダード温度計は，特殊な構造をしており，通常，ISO 
4892-3 の試験用に設計された試験槽では用いられていない。しかし，ブラックパネル温度計に断

熱材を追加することで，結果として得られる測定値はブラックスタンダード温度計とよく似たも

のになる。 

6 試験手順 

6.1 一般 
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供試品は，部品若しくは材料の耐用期間に，又はその耐用期間の大半の期間に予想される量に等しい UV-
C 放射露光量にさらされる。暴露後，及び指定がある場合は試験の中間時点で，供試品は，関連する特性

の変化を特定するために評価される（箇条 7 参照）。 

6.2 試験条件 

6.2.1 一般 

試験の厳しさに対応する暴露の条件を，表 2 に規定する。それぞれの放射照度及び試験時間は，公称 UV-
C 放射露光量（1 年間の最小総放射露光量）を表す。 

平衡状態における動作制御の変動の最大許容差（すなわち，センサの設定値からの正負の最大許容差）

は，ブラックパネル温度に関しては±2 ℃．かつ，254 nm における放射照度に関しては±0.1 mW/cm2 とす

る。 

6.2.2 放射照度 

6.2.2.1 一般 

動作状態の現実的な模擬の実現と，最も要求の厳しい用途に対する試験時間の短縮との間のバランスを

とることを目的として，表 2 の放射照度を規定している。規定の試験条件からの逸脱は全て，試験報告書

に記載する。 

6.2.2.2 試験時間を短縮するための高放射照度での試験 

この規格の試験を実施する場合は，相反則を仮定してはならない。ただし，試験対象の材料が，通常の

放射照度及びより高い放射照度の照射に対する相反関係の確認をとおして同様の性質を示している場合は，

必要な放射露光量をより短時間で放射するために，より高い放射照度で試験を実施してもよい。 

注記 ブンゼン=ロスコーの法則（Bunsen-Roscoe low）ともいう相反則は，より高い放射露光量をより短

時間で照射して，同一レベルの材料劣化を達成可能であることが導かれる法則である。しかし，

この法則は，一般に，限られた範囲の暴露時間にだけ成立し，幾つかの理由によって不成立とな

ることがある。IEC 60050-845:2020, 845-26-081 参照。 

6.2.2.3 低放射照度での長時間試験 

必要な放射露光量を達成するために，より低い放射照度でより長時間試験を実施することは許容される。 

注記 表 2 の規定条件より低い放射照度での試験における相反則の不成立のリスクは，受入れられる。

なぜなら，この不成立では，高放射照度での短時間の暴露よりも，材料の劣化が進む可能性が高

いためである。 

6.2.2.4 明暗サイクル 

放射しない時間を全体の時間に追加可能な場合，放射しない期間を交互に繰り返すサイクルを用いても

よい。 

注記 放射しない期間を交互に加えると，継続的な暴露とは異なる結果になることがある。幾つかの材

料は，もはや放射照度にさらされない場合，緩和効果を経験することがある。 

6.2.3 温度 
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“試験の厳しさの 6”を除き，厳しさごとに 35 ℃及び 60 ℃の二つの温度を，表 2 に示す。使用環境が

高温になることが知られていない限り，ほとんどの UVGI サイクルに対し，35 ℃での試験が推奨されてい

る。 

6.3 試験の厳しさ 

試験の厳しさ及び用途の例を，表 2 に示す。試験の厳しさを示す数値は，異なる温度で試験を実施した

場合，試験の厳しさの順番とは完全には一致しないことがある。 

注記 幾つかの温度に敏感な材料については，“a”で識別した厳しさの高温の試験は，“a”なしのより

大きい（より厳しい）数値の低温の試験よりも，多くの劣化を生じることがある。 

表 2－試験の厳しさ及び用途の例 

7 評価基準 

製品規格には，暴露の開始時点，中間時点及び終了時点を含む，評価手順及び点検手順を規定しなけれ

ばならない。評価の共通事項として，色の変化，光沢の変化，接触角，光透過率，及び衝撃又は曲げ強度

のような物理的変化を含める。 

ISO TC 61（プラスチック）若しくは ISO TC 35（ペイント及びワニス）又はその両方の技術委員会で規

試験の

厳しさ 
254 nm における

放射照度 
mW/(cm2 nm) 

ブラックパネル温度 
℃ 

試験時間 
h 

公称 UV-C 
放射露光量 

J/cm2 

用途の例 

1 

1.0 

35 

16 57.6 

1 日に複数回の UVGI サイクルで

照射される非医療パーソナルケア

環境における携帯型装置による年

間放射露光量 

1a 60 

2 
1.0 

35 
72 259 

1 日に複数回の UVGI サイクルで

照射される医療環境における年間

放射露光量 
2a 60 

3 
1.0 

35 
144 518 

少なくとも毎日，部屋全体の UVGI
システムで照射される装置，平均

放射露光量 
3a 60 

4 
3.0 

35 
100 1 080 

少なくとも毎日 UVGI で消毒（照

射）される医療機器 4a 60 
5 3.0 3.5 200 2 160 数年間にわたり少なくとも毎日，

部屋全体の UVGI システムに照射

される耐久財 
5a 60 

6 1.0 63 1 000 3 600 UV-C に照射される電気絶縁体の

安全性，JIS C 9335-1:2023，附属書

T 
7 

6.0 
35 

240 5 184 
数年間にわたり部屋全体の UVGI
サイクルに照射される耐久財，典

型的な最大放射露光量 
7a 60 

8 
6.0 

35 
1 000 21 600 

UVGI 装置やその他の極端な用途

で用いられる材料 8a 60 
注記 1 公称 UV-C 放射露光量は、254 nm における放射照度と試験時間との積である。 
注記 2 試験の厳しさの 1，2 及び 3 は ASTM G224 の Cycle 5 に，試験の厳しさの 6 は ASTM G224 の Cycle 4

に，試験の厳しさの 7 及び 8 は ASTM G224 の Cycle 1 に，それぞれ対応する。 
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定された暴露後の評価のための標準的な方法を次に示す。参考文献に規格名称を示す。 

• JIS K 7171（曲げ特性） 

• ISO 179-1 及び ISO 179-2（衝撃特性） 

• ISO 2813（鏡面光沢度） 

• ISO 3668（塗料及びワニス－色の目視比較） 

• ISO 4628-4（塗膜の評価，割れの程度） 

• ISO 4628-5（塗膜の評価，はく離の程度） 

• ISO 4628-6（塗膜の評価，テープ法による白亜化の評価） 

• ISO 4628-7（塗膜の評価，ビロード法による白亜化の評価） 

• ISO/CIE 11664-4（測色） 

• ISO 13468-1 及び ISO 13468-2（透明物体の透過率） 

• ISO 14782（ヘーズ） 

• JIS K 7375（全光線透過率及び全光線反射率） 

繊維については，適切な方法は，JIS L 0804，ISO 105-A05，及び ISO TC38 によって規定されたほかの

規格に規定されている。 

8 製品規格に規定する事項及び試験報告書に更に記載する一般事項 

8.1 製品規格に規定する事項 

製品規格に適用が可能な場合，次の事項を規定する。 

a) 該当する場合は，試験方法又は試験の厳しさの番号 

b) 要求される試験条件（温度，放射照度など） 

c) 試験期間 

d) 故障基準 

8.2 試験報告書に更に記載する一般事項 

製品規格にこの試験の規定があり，かつ，該当する場合は，さらに，次の事項を試験報告書に記載する。 

a) 試験規格（JIS C 60068-2-87） 

b) 試験所（例えば，認定の名称，住所及び内容） 

c) 試験日（試験が開始され完了した日） 

d) 顧客（名称及び所在地） 

e) 試験供試品の説明 

f) 試験装置（製造業者，型番，固有識別子など） 

g) 校正データ（機器の種類及びモデル，最終期日と次回期日） 

h) 試験の要約 

i) 初期測定，中間測定及び最終測定 
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